
          令和８年４月吉日 

保護者・地域のみなさまへ 

 

                         浦 安市教育委員会 

                         浦安市立小中学校長会 

 

 

 

 

 

浦安市では、学校における教職員の長時間勤務を改善するとともに、学校教

育の資質の維持向上を図る取組を推進しております。 

教職員が心身ともに健康で、授業の準備や子どもたちへの指導に専念できる

環境を作ることは、学校教育の質を維持・向上させ、効果的な教育活動につなが

ります。保護者・地域のみなさまにおかれましては、以下のとおり、小中学校へ

の電話連絡について、ご理解・ご協力くださいますようよろしくお願いいたしま

す。 

 

○勤務時間外における電話連絡等について 

・教職員の勤務時間は、平日午前８時５分から午後４時３５分までとなっ

ております。 

・平日午後５時半以降の学校への電話連絡はお控えください。 

緊急を要する電話連絡等（生命や安全に直接かかわる事故等）は、浦安市

教育委員会までご連絡ください。教育委員会を通じて各学校への連絡を行

います。その際は、折り返しのご連絡をいたしますので、在籍学校名・児

童生徒名・学年・電話番号等をお知らせください。 

 

 
＜連絡先＞ 

浦 安 市 役 所  ０４７－３５１―１１１１（代表） 

  ＊「小中学生にかかわる緊急の用件です」 

とお伝えくだされば、教育委員会担当者が対応いたします。 

    ※詳しくは裏面を参照してください。 

 

学校における働き方改革の取組にご協力をお願いします 

 



市立小中学校における電話対応について 

                        浦安市教育委員会 

 

＊「児童生徒の生命や安全に直接かかわる事故」など 

緊急を要する重大な事案の場合の連絡先 
 

☆定時退勤日や職員がいない時間帯については、以下のように対応します。 

☆教育委員会の担当者（学務課）が学校管理職へ連絡し、学校から「折り返しの連

絡先」へ連絡します。 

 

 

 
            

＊学校に知らせる         ＊事件事故等の場合 

           必要がある場合 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊学校から「折り返しの連絡先」へ連絡します。 

連  絡  者 

警察（１１０番） 

＊交通事故、不審者遭遇など 

消防・救急（１１９番） 

＊火災・救急車要請など 

児童相談所（１８９番） 

＊虐待、家庭内暴力など 

＜緊急連絡受付＞ 浦安市役所 

０４７－３５１－１１１１（代表） 

「小中学生にかかわる緊急の用件です」と

伝えてください。教育委員会学務課担当者 

が対応します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該校 管理職 

 

浦安市教育委員会 学務課 

次の内容をお知らせください。 

① 学校名・学年・学級 

② お子さんの氏名 

③ 連絡先の氏名・続柄 

④ 折り返しの連絡先 

 


